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ワイド
特集 「マイナンバー制度」を徹底理解する！�

　まずは個人番号をどんなときに、どのよう
に取得すればよいのか確認しましょう。

マンガで学ぶ「対お客様」における金融実務①

お客様の個人番号取得時の
ルールと対応ポイント

画●山川　直人
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①通知カードの提示
②個人番号カードの提示
③�個人番号が載った申告書・
住民票の写しなどの提示
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